
平成１９年度

自然災害等における

被災者支援制度一覧

鹿児島市

平成１９年７月現在



弔慰金・見舞金 1 市災害弔慰金 P1 ★地域福祉課　216-1244

　　給付 2 市災害見舞金 P1 ★地域福祉課　216-1244

3 市災害見舞品 P1 ★地域福祉課　216-1244

4 市床上浸水被災者支援補助金 P1 ★地域福祉課　216-1244

5 県共同募金会災害見舞金 P1 ★鹿児島県共同募金会鹿児島市支会　221-6070

6 市社会福祉協議会災害見舞品支給事業 P1 ★市社会福祉協議会総務課　221-6070

7 日本赤十字社災害死亡弔慰金 P1 ★日本赤十字社鹿児島市地区　224-5730

8 日本赤十字社災害救援物資の配布 P1 ★日本赤十字社鹿児島市地区　224-5730

9 災害弔慰金 P2 ★地域福祉課　216-1244

10 災害障害見舞金 P2 ★地域福祉課　216-1244

11 被災者生活再建支援金 P2 ★地域福祉課　216-1244

12 県小災害り災者に対する援護措置 P2 ★地域福祉課　216-1244

13 県単災害弔慰金 P2 ★地域福祉課　216-1244

14 県住家災害見舞金 P2 ★地域福祉課　216-1244

15 県被災者生活支援金 P2 ★地域福祉課　216-1244

税　金 1 個人市県民税の減免、雑損控除 P3 ★市民税課　216-1173～6(各支所税務課）

2 事業所税の減免 P3 ★市民税課　216-1172

3 固定資産税・都市計画税の減免 P3 ★資産税課　216-1181・82・85（各支所税務課(東桜島支所除く) )

4 市税の徴収猶予 P3 ★納税課 216-1191～5(各支所税務課）

5 国民健康保険税の減免 P4 ★国民健康保険課　216-1229

★谷山支所市民課国保係269-8414（各支所市民課・総務市民課）

住 宅 1 市営住宅特定入居 P4 ★住宅課住宅管理係　216-1362

貸付制度 1 市民生安定資金(災害復旧資金） P5 ★地域福祉課　216-1244

2 生活福祉資金　 P5 ★市社会福祉協議会市役所分室　223-0704

　　　　　　　　　　（災害援護資金） 　 谷山分室   267-6130 吉田支部 294-2754

　　　　　　　　　　（住宅資金）    桜島支部   293-2969 郡山支部 298-2278

　　　　　　　　　　（緊急小口資金）    松元支部   246-7211 喜入支部 0993-45-0221

3 母子寡婦福祉資金（住宅資金） P5 ★こども福祉課　216-1264 (谷山福祉事務所）

4 災害援護資金 P5 ★地域福祉課　216-1244

5 中小企業融資（災害対策資金） P6 ★商工総務課金融係　216-1324 

6 農業近代化資金 P6 ★農政総務課農政企画係　216-1334

7 市単独農林漁業振興資金 P6 ★農政総務課農政企画係　216-1334

8 県中小企業災害復旧資金利子補助金 P6 ★商工総務課金融係　216-1324

9 県営治山事業 P9 ★生産流通課林務水産係　216-1341

10 県単補助治山事業 P9 ★生産流通課林務水産係　216-1341

教育 1 市立高等学校授業料の減免 P6 ★教育委員会総務課財務係　227-1922 

    玉龍  247-7161  商業　 247-7171　女子　223-8341

その他 1 国民年金保険料の免除 P7 ★国民年金課　216-122４  (各支所）

2 国民健康保険医療費一部負担金の減免 P7 ★国民健康保険課　216-1228   (各支所市民課・総務市民課)

3 障害福祉サービス利用料の減免 P7 ★障害者福祉課　216-1304

　精神障害者については保健予防課  258-2321

4 児童クラブ入所 P7 ★子育て支援推進課　216-1259（各支所福祉課・保健福祉課）

5 保育所入所 P7 ★子育て支援推進課　216-1258（各支所福祉課・保健福祉課）

6 保育所負担金の減免 P7 ★子育て支援推進課　216-1258（各支所福祉課・保健福祉課）

7 ショートステイの利用（１８歳未満） P8 ★子育て支援推進課　216-1259（各支所福祉課・保健福祉課）

8 介護保険料の減免･徴収猶予 P8 ★介護保険課　216-1279 (各支所・福祉課・保健福祉課）

9 介護サービス利用料の減免 P8 ★介護保険課　216-1280 (各支所・福祉課・保健福祉課）

10 養護老人ホームの負担金減免 P8 ★高齢者福祉課　216-1267 （各支所・福祉課・保健福祉課）

11 老人医療費一部負担金の減免 P8 ★高齢者福祉課　216-1268 （各支所・福祉課・保健福祉課）

12 農地災害復旧事業 P8 ★農地整備課　216-1335

13 農林水産業施設災害復旧事業 P9 ★生産流通課　216-1340（農業：畜産係）、216-1341（林・漁業：水産係）

14 粗大ごみ収集 P9 ★清掃事務所　238-0201

15 ごみ処分手数料減免 P9 ★リサイクル推進課庶務係　216-1288

16 し尿処理手数料減免 P9 ★リサイクル推進課庶務係　216-1288

17 水道料金､下水道料金の減免 P9 ★水道局営業課　213-8514・15

18 住宅等の消毒 P9 ★保健予防課感染症対策係　258-2321

19 P10 ★水道局下水道管路課普及係　213-8542

谷山支所 ０９９－２６９－２１１１ 東桜島支所 ０９９－２２１－２１１１
伊敷支所 ０９９－２２９－２１１１ 桜島支所 ０９９－２９３－２３４５
吉野支所 ０９９－２４４－７１１１ 喜入支所 ０９９３－４５－１１１１
吉田支所 ０９９－２９４－２２１１ 松元支所 ０９９－２７８－２１１１

郡山支所 ０９９－２９８－２１１１

（身体障害者・知的障害者・障害児・精神障害者）

下水道事業受益者負担金の徴収猶予

各支所の
電話番号



制度名 内      容 対象者・条件など 問い合わせ先

市災害弔慰金

　
鹿児島市災害弔慰金の支給等に関する

条例の規定による災害弔慰金が支給され
ない火災、風水害等の災害により死亡した
り災者の遺族に対し支給。

（７０，０００円または１００，０００円）

　
   死亡者の死亡当時における配偶者、子、
父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

※その他、詳細についてはお問い合わせ
ください。

地域福祉課
地域福祉係

０９９-２１６－１２４４

市災害見舞金

　
災害救助法の適用を受けるに至らない

火災、風水害等の小災害によるり災者に
対し支給。

（傷害者：３０，０００円以内また、住家の
損害の程度により見舞金の額は変わる。）

　 災害により直接障害を受け、1ヶ月以上
入院治療をしたものまたは住家が全壊、全
焼または流失、半壊、半焼または床上浸水
した世帯

地域福祉課
地域福祉係

０９９-２１６－１２４４

市災害見舞品

　
  災害救助法の適用を受けるに至らない火
災、風水害等の小災害によるり災者に対し
支給。
　　　　　４月～９月：タオルケット
　　　　１０月～３月：毛布

　
災害により住家が全壊、全焼または流

失、半壊、半焼または床上浸水した世帯 地域福祉課
地域福祉係

０９９-２１６－１２４４

市床上浸水被災者
支援補助金

　
   度重なる床上浸水の被害を受け、被災
者生活再建支援法による支援金の支給が
行われなかった世帯に対し、畳替、板張に
改装する費用を補助。
　　（限度額　板張：１００，０００円
　　 　　また、畳替：　５０，０００円）

　
   次のいずれにも該当する世帯
　（１）　連続する２ヶ年度内に２回以上の
　　　　床上浸水の被災世帯
　（２）　世帯全員の市民税が非課税であ
　　　　る。ほか
　（３）　高齢者・障害者等の世帯ほか

地域福祉課
地域福祉係

０９９-２１６－１２４４

県共同募金会
災害見舞金

  ・災害による死亡者（１人につき）
　　　　　　　　　　　　１８，０００円
  ・全焼、全壊家屋（１世帯につき）
　　　　　　　　　　　　１５，０００円
  ・半焼、半壊家屋（１世帯につき）
　　　　　　　　　　　　１０，０００円

　 火災、その他不測、不可避の災害（交通
事故を除く。）が発生したときのその被災
者、若しくは遺族

地域福祉課

   鹿児島県
  共同募金会

　鹿児島市支会
０９９-２２１－６０７０

市社会福祉協議会
災害見舞品
支給事業

　 全焼・全壊・半焼・半壊の被害を受けた
世帯に対し、見舞品（タオルケット）を支
給。

          １世帯に１セット

　
災害（火災、暴風、豪雨等）により全焼、

全壊、半壊、半焼の被害を受けた被災世
帯

地域福祉課

社会福祉協議会
　 総務課

　
０９９-２２１－６０７０

日本赤十字社
災害死亡弔慰金

　 自然災害及び火災による死亡者
　　　１名につき　２０，０００円 　 死亡した者の遺族

   地域福祉課

日本赤十字社
　鹿児島市地区

０９９-２２４－５７３０

日本赤十字社
災害救援物資の

配分

　

    毛布          　 １人に１枚

　  日用品セット（歯ブラシ、石鹸等）

　　　　世帯員４人に対し１個（４人分入り）

　  見舞品セット（軍手、バスタオル等）

　　　　　　　　　　  １世帯に１個

　  タオルケット　 １世帯に１枚

　  ブルーシート　１世帯に１枚

　全焼、全壊、流失
　半焼、半壊、床上浸水の被害にあった世
帯

地域福祉課

日本赤十字社
　鹿児島市地区

０９９-２２４－５７３０

自然災害等における被災者支援制度について

①弔慰金・見舞金関係

　 一般災害の支援制度
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災害弔慰金

　・死亡者が世帯の主たる生計維持者の
場合
　　５００万円以内
　・その他の場合
　　２５０万円以内

  死亡者の死亡当時における配偶者、子、
父母、孫及び祖父母の範囲
  市の区域内において住居の滅失した世
帯数が５以上である災害ほか

地域福祉課
地域福祉係

０９９-２１６－１２４４

災害障害見舞金

　・障害者が世帯の主たる生計維持者の
場合
　　２５０万円以内
　・その他の場合
　　１２５万円以内

　
  災害により負傷し、または疾病にかかり
治ったとき(その症状が固定したときを含
む）に精神または、身体に障害がある者
  市の区域内において住居の滅失した世
帯数が５以上である災害ほか

地域福祉課
地域福祉係

０９９-２１６－１２４４

被災者生活再建
支援金

　限度額
　単身(１人）世帯　　　　２２５万円以内
　複数(２人以上）世帯　３００万円以内

　年収、年齢等により制限有

　
  住宅が全壊半壊した世帯ほか
  災害救助法の適用があった災害（除外さ
れる災害有） 地域福祉課

地域福祉係

０９９-２１６－１２４４

県小災害り災者に
対する援護措置

　災害救助法を適用するに至らない小災
害によるり災者に対し、法外援護として被
服寝具その他生活必需品等を支給。

　災害により住家が全壊、全焼または流
失、半壊、半焼または床上浸水した世帯
  災害救助法の適用を受けない災害で、２
０世帯以上の世帯の全焼若しくは、３０世
帯以上の世帯の全壊流失がある災害

地域福祉課
地域福祉係

０９９-２１６－１２４４

県単災害弔慰金 　１人につき１００万円支給。

　死亡した者の遺族
死亡者の死亡当時における配偶者、子、
父母、孫及び祖父母の範囲
  一の市町村の区域内において住家の滅
失した世帯数が５以上である災害と原因を
同じくして発生した災害ほか

地域福祉課
地域福祉係

０９９-２１６－１２４４

県住家災害見舞金 　１世帯につき１０万円支給。

　現に居住している住家が全壊、流失また
は埋没した世帯の世帯主
  災害救助法による救助が行われた災害
ほか

地域福祉課
地域福祉係

０９９-２１６－１２４４

県被災者
生活支援金

　１世帯（1事業者）当たり２０万円支給。

　・全壊、半壊、床下浸水の住家被害を受
けた世帯（被災者生活再建支援法にいう
800万円以下）
　・店舗等が上記と同等の被害を受け、一
定の要件を満たす小規模事業者

地域福祉課
地域福祉係

０９９-２１６－１２４４

制度名 内   容

自然災害等における被災者支援制度について

①弔慰金・見舞金関係

問い合わせ先対象者・条件など

　 大規模災害（条件がある場合）の支援制度

制度名 内   容 問い合わせ先対象者・条件など
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制度名 内  容 対象者・条件など 問い合わせ先

　
  ①災害により死亡した場合…全部免除

（災害を受けた日以後に納期の末日の
到来する当年度分の税額）

②災害により障害者になった場合…10
分の９を減免

（災害を受けた日以後に納期の末日の
到来する当年度分の税額）

　
  ①災害により死亡した人
　

　②災害により障害者になった人

　
納税義務者（控除対象配偶者及び扶

養親族を含む。）が所有し、直接居住の
用に供する住宅または日常使用する家
財が被害を受けた場合、災害発生後1年
以内に納期の末日の到来する税額を減
免

（※所得金額や損害の程度によって減
免割合が異なる。）

　
前年中の合計所得金額が１，０００万

円以下で、一定規模以上の被害（全
壊、半壊、床上浸水など）を受けた人

　
   納税義務者が収穫すべき農作物に被
害を受けた場合、災害を受けた日以後に
納期の末日の到来する当年度分の農業
所得に係る所得割の額を減免
  （※所得金額や損害の程度によって減
免割合が異なる。）

　
前年中の合計所得金額が１，０００万円

以下（当該合計所得金額のうち、農業所得
以外の所得が４００万円を超えるものを除
く。）で、農作物の減収による損失額の合
計額が平年における当該農作物による収
入額の合計額の１０分の３以上である人

災害により損失を生じた場合に、一定
の要件により総所得金額から控除する。

 
納税義務者（控除対象配偶者及び扶養

親族を含む。）が所有する資産について損
失を生じた場合

①損失額－（総所得金額等）×１０分の
１
　②災害関連支出額－５万円

①と②のいずれか多い金額を総所得金
額等から控除

事業所税
の減免

　
事業所用家屋に被害を受けた場合、事

業所税の資産割額を減免
（※損害の程度によって減免割合が異

なる。）

　
一定規模以上の被害（全壊、半壊、床上

浸水など）により事業所用家屋が被災した
事業者

市民税課諸税係
０９９－２１６－１１７２

市民税課
０９９－２１６－１１７３
　　　　　　　　～１１７６
各支所税務課（係）

※上記の減免等を受ける場合は、申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。

　　一般災害の支援制度

個人市県民税
の雑損控除

固定資産税・
都市計画税

の減免

自然災害等における被災者支援制度について

納税課
０９９－２１６－１１９１
　　　　　　　　～１１９５
各支所税務課（係）

個人市県民税
の減免

市税の徴収猶予

災害により市税を納付することができ
ない場合は、一定期間その徴収を猶予す
る。

　
一定規模以上の被害（全壊、半壊、床

上浸水など）を受けた場合､被害を受けた
日以後に納期の末日が到来する当年度
分の税額を減免

（※損害の程度によって減免割合が異
なる。）

②税関係

　
納税者または特別徴収義務者が、その

財産につき震災、風水害、火災その他の
災害を受け、市税を納付することができな
い人

　
災害により被害を受けた固定資産（土

地、家屋、償却資産）の納税義務者 資産税課
０９９－２１６－１１８１
　　　　１１８２．１１８５

各支所税務課
　　（東桜島支所を除く）
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制度名 内　容 対象者・条件など 問い合わせ先

　
   １０分の９を減免

（災害発生後1年以内に納期の末日が到
来する税額）

　
災害により、納税義務者が障害者となっ

た場合

　
納税義務者（その世帯に属する被保険

者を含む。）が所有し、直接居住の用に供
する住宅または日常使用する家財が被害
を受けた場合、災害発生後1年以内に納期
の末日が到来する税額を減免

（※所得金額や損害の程度によって減免
割合が異なる。）

　
前年中の世帯の合計所得金額が１，００

０万円以下で、一定規模以上の被害（全
壊、半壊、床上浸水など）を受けた世帯

国民健康保険課賦課係
０９９-２１６-１２２９

谷山支所
市民課国民健康保険係
 ０９９－２６９－８４１４

制度名 内　容 対象者・条件など 問い合わせ先

市営住宅特定入居

　
   住宅が被災し、居住できなくなった時に
特定の市営住宅への入居

　
   被災者でかつ市営住宅の入居条件を満
たしていること
 
　※詳細についてはお問い合わせくださ
い。

住宅課住宅管理係
０９９－２１６－１３６２

②税関係

   一般災害の支援制度

自然災害等における被災者支援制度について

自然災害等における被災者支援制度について

一般災害の支援制度

国民健康保険税
の減免

　
   納税義務者が収穫すべき農作物に被害
を受けた場合、災害発生後１年以内に納
期の末日が到来する税額を減免
　（※所得金額によって減免割合が異な
る。）

　
   前年中の世帯の合計所得金額が１，００
０万円以下（当該合計所得金額のうち、農
業所得以外の所得が４００万円を超えるも
のを除く。）で、農作物の減収による損失額
の合計額が平年における当該農作物によ
る収入額の合計額の１０分の３以上である
もの

※上記の減免等を受ける場合は、申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。

③住宅関係
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④貸付関係

制度名 内 容 対象者・条件など 問い合わせ先

市民生安定資金
（災害復旧資金）

　 災害による住家等の復旧に必要な資
金の貸付。

　貸付限度額　　　　100万円以内

　 家屋の全半壊や床上浸水等の被害を受
け、住家（門、囲い等の居住に必要な工作
物を含む）または敷地を滅失，または損傷
され、自力で復旧できない世帯
　
  ※その他、詳細についてはお問い合わせ
ください。

地域福祉課
地域福祉係

０９９-２１６－１２４４

生活福祉資金
（災害援護資金）

　 災害により被害を受けた世帯で自立更
生の為、必要となる資金の貸付。

　貸付限度額　　１５０万円以内
（県社会福祉協議会が貸付を行う制度で
す。）

　 市内に居住し、原則として市県民税の非
課税世帯及び均等割課税世帯で官公署の
発行するり災証明書を添付できる世帯

  ※その他、詳細についてはお問い合わせ
ください。

   社会福祉協議会
市役所分室２２３－０７０４
谷山分室　　２６７－６１３０
吉田支部　　２９４－２７５４
桜島支部　　２９３－２９６９
松元支部　　２４６－７２１１
郡山支部　　２９８－２２７８

喜入支部
　０９９３－４５－０２２１

生活福祉資金
（住宅資金）

　 住居の増改築、拡張及び保全するの
に必要となる資金の貸付。

　  貸付限度額　２５０万円以内
（県社会福祉協議会が貸付を行う制度で
す。）

　 市内に居住する下記のいずれかの世帯
　・原則として市県民税の非課税世帯及び
均等割課税世帯
　・障害者の属する世帯
　・日常生活上,療護または介護を要する６
５歳以上の高齢者の属する世帯

  ※その他、詳細についてはお問い合わせ
ください。

   社会福祉協議会
市役所分室２２３－０７０４
谷山分室　　２６７－６１３０
吉田支部　　２９４－２７５４
桜島支部　　２９３－２９６９
松元支部　　２４６－７２１１
郡山支部　　２９８－２２７８

喜入支部
　０９９３－４５－０２２１

生活福祉資金
（緊急小口資金）

　 火災等被災により緊急的かつ一時的
に生計の維持が困難となった場合に必要
となる少額の資金の貸付。

　貸付限度額　５万円以内
（県社会福祉協議会が貸付を行う制度で
す。）

　 市内に居住し、原則として市県民税の非
課税世帯及び均等割課税世帯

  ※その他、詳細についてはお問い合わせ
ください。

   社会福祉協議会
市役所分室２２３－０７０４
谷山分室　　２６７－６１３０
吉田支部　　２９４－２７５４
桜島支部　　２９３－２９６９
松元支部　　２４６－７２１１
郡山支部　　２９８－２２７８

喜入支部
　０９９３－４５－０２２１

こども福祉課
母子自立支援室

０９９－２１６－１２６４

谷山福祉事務所
福祉課

０９９－２６９－８４７３

そのほか各支所福祉課・
保健福祉課でも相談を
受け付けています。

災害援護
資金貸付

　
  災害の程度により３５０万円まで貸付 　世帯主が１ヶ月以上の重症ほか

　災害救助法による救助が行われた災害
ほか

地域福祉課
地域福祉係

０９９-２１６－１２４４

問い合わせ先

④貸付関係

大規模災害（条件がある場合）の支援制度

制度名 内　　容 対象者・条件など

母子寡婦
福祉資金

（住宅資金）

　
①母子家庭の母または寡婦（同居し

ている子どもの被扶養者となっている
方を除く）

②①の対象者が現に居住し、且つ所
有する住宅の補修等をされる方。

③租税又は、公共料金等に滞納がな
い方。

④工事総額が450万円以内で、原則と
して費用の30％以上の自己資金を保有
している方。

※その他、詳細についてはお問い合
わせください。

　
災害により家屋に被害を受けた方々

に対しその住宅の補修等に必要な資金
を貸付。

　　貸付限度額　　　１５０万円以内

自然災害等における被災者支援制度について

   一般災害の支援制度
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制度名 内　容 対象者・条件など 問い合わせ先

火災や風水害等の被害を受けた中
小企業者に対し、融資の際の信用保証
料を市が全額補助。

市内に住所と事業所があり、6ヶ月以
上事業を営む法人・個人の中小企業者

商工総務課
金融係

 融資限度額　1,500万円 ※その他、詳細についてはお問い合わ
せください。

０９９－２１６－１３２４

 
   農業等を営む個人等

　農政総務課
　農政企画係

※その他、詳細についてはお問い合わ
せください。

０９９－２１６－１３３４

 
   農林漁業を営む個人等

　農政総務課
　農政企画係

※その他、詳細についてはお問い合わ
せください。

０９９－２１６－１３３４

制度名 内　　容 対象者・条件など 問い合わせ先

県中小企業
災害復旧資金
利子補助金

　災害復旧のために特定の資金を借
入れた中小企業者に対し、借入金の
利子の一部を補助。

　市内において県の指定する災害によ
り被害を受けた中小企業者

※その他、詳細についてはお問合わせ
ください。

商工総務課
金融係

０９９－２１６－１３２４

⑤教育関係

制度名 内　容 対象者・条件など 問い合わせ先

 
被害を受けた年度の授業料のう

ち、被害月の翌月以降分を全額・半
額免除。

　教育委員会

　総務課財務係

　市立高等学校
 
　①      全壊～全額免除

 
　市立高等学校の生徒の保護者 ０９９－２２７－１９２２

　授業料の減免  
　②      半壊～半額免除

玉龍  099-247-7161

 
　③      床上浸水～半額免除

商業  099-247-7171

女子  099-223-8341

④貸付関係

大規模災害（条件がある場合）の支援制度

一般災害の支援制度

市単独農林漁業
振興資金

 
台風等で被害を受けた農家等に対

し、農協等から受けた融資の利子につ
いて、市が補助。（金額は資金の種類
や融資金額により異なります）

自然災害等における被災者支援制度について

④貸付関係

農業近代化資金

 
台風等で被害を受けた農家等に対

し、農協等から受けた融資の利子につ
いて、国・県・市が補助。（金額は資金
の種類や融資金額により異なります）

   一般災害の支援制度

鹿児島市
中小企業
融資制度

（災害対策資金）
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⑥その他
　一般災害の支援制度

自然災害等における被災者支援制度について

制度名 内　容 対象者・条件など 問い合わせ先

国民年金
保険料免除

 
　（１）全額免除
　（２）半額免除
　（３）4分の3免除
　（４）4分の1免除

 
災害により世帯員が所有する住宅、家

財その他の財産について被害金額がそ
の価格のおおむね2分の１以上の損害を
受けたとき。

※その他、詳細についてはお問い合
わせください。

国民年金課
０９９-２１６-１２２４
各支所担当窓口

鹿児島
　　北社会保険事務所
０９９－２２５－５１２１

災害に伴う
国民健康保険
一部負担金

の減免

災害に伴う被災者の救援措置として、
医療機関等での一部負担金の減免を行
うもの。

 
災害により死亡し、若しくは障害者と

なり、または資産に重大な損害を受け
た事により、生活が著しく困難となった
世帯の被保険者を対象とし、下記の条
件により減免する。
（１）世帯主が死亡し、又は障害者となっ
た場合・・・全額免除
（２）世帯主が所有し、かつ居住する住
宅、又は生活用の家財の2分の1以上の
損害を受けた場合、・・・前年中の合計
所得金額に応じて減免。

※その他、詳細についてはお問い合
わせください。

国民健康保険課

 給付係
０９９-２１６-１２２８

(各支所市民課・総務市民課）

障害福祉
サービス利用料の

減免

　
　 災害等により損害を受けたことによ
り、障害福祉サービスの利用料の納付
が困難であると認められる場合、次のと
おり利用料を減免

 ○減免の割合：1/8減額～全額免除

　
  障害福祉サービス受給者等又はその
者の属する世帯の生計維持者が、住
宅、家財などの損害を受け、その損害
額（保険金で補てんされる金額を除く）
が、住宅、家財などの価格10分の3以上
（例えば、住宅の全半壊・床上浸水（た
だし、2階建の場合は床上50㎝以上の
浸水））の場合で、その世帯の前年中の
合計所得金額が1,000万円以下

※　身体障害者・知的障
害者・障害児については
　　　　　　障害者福祉課
099-２１６－１３０４
※　精神障害者について
は、
　　　　保健所保健予防
課へ
  ０９９－２５８－２３２１

児童クラブ入所

昼間労働等により保護者のいない小
学校低学年児童の健全育成を図る。

 
市内に住所を有する小学校1年生か

ら３年生までの児童で、保護者が火災、
風水害、その他の災害の復旧に当たっ
ている場合。

子育て支援推進課

推進係

０９９－２１６－１２５９

子育て支援推進課

保育係

０９９－２１６－１２５８

そのほか各支所福祉課・
保健福祉課でも相談を
受け付けています。

 
就学前の児童で、保護者が火災、風

水害、その他の災害の復旧に当たって
おり、世帯内に保育ができる者がいな
い場合。

 
① 納入義務者が所有し、かつ居住する
住宅または家財が災害により損害を受
け、その損害額（保険金等で補てんされ
るべき金額を除く）が住宅または家財の
総価格の10分の3以上（例えば家屋の
全半壊および床上浸水）の場合で、そ
の世帯の前年中の合計所得金額が
1,000万円以下の方。
② 災害によりやむなく事業を休業また
は廃業した納入義務者で、災害が発生
した年の当該世帯の合計所得見積額
（保険金等で補てんされるべき金額を含
む）が前年中の当該世帯の合計所得金
額の10分の5以下に減少すると認めら
れ、かつ災害が発生した前年中の当該
世帯の合計所得が400万円以下の方。

　
保護者などが労働または疾病等のた

めに、保育に欠ける就学前児童の保育
を行う。

保育所入所

保育所負担金
の減免

 
災害により損害を受け、保育所負担

金の納付が困難となり、一定の要件に
該当する場合に減免。
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⑥その他
　一般災害の支援制度

自然災害等における被災者支援制度について

制度名 内　容 対象者・条件など 問い合わせ先

子育て支援推進課

推進係

０９９－２１６－１２５９

介護保険課
保険料係

０９９－２１６－１２７９

 
災害により損害を受け、介護保険の

サービス利用料の負担が困難であると認
められる場合、利用料を減免。

介護保険課給付係
０９９－２１６－１２８０

 ○減免の割合： １／８減額 ～ 免除

養護老人ホーム
入所負担金

の減免

 
災害による損害の金額及び災害が発

生した年の当該世帯の合計所得に応じ
負担金を減免

 
住宅等につき、災害による損害が住宅

等の価格の３／１０以上である負担義務
者で、前年中の所得が約1,000万円以下
のもの。（補てん分を除く）

※その他、詳細についてはお問い合
わせください。

高齢者福祉課
高齢者福祉係

０９９－２１６－１２６７

老人医療の
一部負担金

の減免

 
　 前年度の世帯の合計所得に応じ、一部
負担金を減免

 
災害等で被災し、医療を受ける者の属

する世帯の生計維持者が所有し、かつ居
住する住宅、生活用家財等の損害額（保
険金等で補てんされるべき金額を除く。）
が住宅、家財などの価格の２分の１以上
（例えば家屋の全半壊および床上浸水
（ただし、２階建の場合は床上５０㎝以上
の浸水））の場合でその世帯の前年中の
所得合計額が1,000万円以下。

※その他、詳細についてはお問い合
わせください。

高齢者福祉課
高齢者医療係

０９９－２１６－１２６８

農地整備課

　整備係

※その他、詳細についてはお問い合わ
せください。

０９９－２１６－１３３５

18歳未満の児童で、保護者が火災、
風水害、その他の災害の復旧に当って
いる場合。

 
要介護・要支援認定者又はその者の

属する世帯の生計維持者が、住宅、家財
などの損害を受け、その損害額（保険金
で補てんされる金額を除く）が、住宅、家
財などの価格の1０分の３以上（例えば、
住宅の全半壊・床上浸水（ただし、２階建
の場合は床上５０ｃｍ以上の浸水））の場
合で、その世帯の前年中の合計所得金
額が1,000万円以下

 
現に耕作若しくは肥培管理等を行っ

ている農地の災害復旧

介護保険料の
減免、徴収猶予

 
６５歳以上の第１号被保険者又はその

者の属する世帯の生計維持者が、住宅、
家財などの損害を受け、その損害額（保
険金で補てんされる金額を除く）が、住
宅、家財などの価格の1０分の３以上（例
えば、住宅の全半壊・床上浸水（ただし、
２階建の場合は床上５０ｃｍ以上の浸
水））の場合で、その世帯の前年中の合
計所得金額が1,000万円以下

農地災害
復旧事業

 
台風等で被害を受けた農地の災害復

旧

 
災害により損害を受け、介護保険料の

納付が困難となり、一定の条件に該当す
る場合に減免、徴収猶予

介護サービス
利用料の減免

 
保護者が病気、事故、災害などにより

一時的に家庭での養育ができなくなっ
た場合に児童福祉施設で一時的に保
護

ショートステイ
の利用

8



⑥その他
　一般災害の支援制度

自然災害等における被災者支援制度について

制度名 内　容 対象者・条件など 問い合わせ先

農林水産業施設
災害復旧事業

 
台風等で被害を受けた農林水産業共

同利用施設の災害復旧

 
農業協同組合・水産業協同組合・森

林組合等が所有する共同利用施設
農業用施設について

は、
生産流通課農業畜産係
０９９－２１６－１３４０
林業・漁業用施設につ

いては
生産流通課林務水産係
０９９－２１６－１３４１

生産流通課
林務水産係

０９９－２１６－１３４１

生産流通課
林務水産係

０９９－２１６－１３４１

 
　被災者（家庭ごみに限る） 清掃事務所

０９９－２３８－０２０１

　
　被災者

　搬入前に、現地調査を実施します。 リサイクル推進課
庶務係

処分場への搬入は、り災者自身で行う
ことになります。

０９９－２１６－１２８８

　し尿処理
手数料減免

 
自然災害により、床下浸水以上の被害

を受け、かつ、便槽が冠水した場合、し尿
処理手数料の免除

 
  被災者

 水道料金及び下水道使用料の減免
災害により建築物等が損壊し、給水装

置等が使用不能の状態になったとき
水道局営業課

０９９－２１３－８５１４
　　　　　　　　（～１５）

住居等の消毒
　　感染症発生の予防及びまん延を防止
するための浸水被害を受けた住居等の
消毒

   浸水被害を受けた住居等の消毒を行う
ことが困難な被災者
現地調査を実施し、日程調整をします。
※その他、詳細についてはお問い合わせ
ください。

保健予防課
感染症対策係

０９９－２５８－２３２１

現地調査を実施し、日程調整を行いま
す。

※その他、詳細についてはお問い合わ
せください。

※その他、詳細についてはお問い合わ
せください。

 
　森林所有者
（保全対象:人家２戸以上）

ごみ処分
手数料減免

災害に係る
料金等の減免

 
自然災害で発生した一時多量ごみの搬

入手数料の全額免除

 
自然災害で発生した畳や家具など、家

庭の粗大ごみの収集、処分
粗大ごみ収集

県単補助
治山事業

 
台風等で被害を受け、崩壊した林地

の復旧

県営治山事業

 
　森林所有者
（保全対象:人家10戸以上） 　台風等で被害を受け、崩壊した林地

の復旧
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⑥その他

　　　制　度　名 　　　内　容 　対象者・条件   問い合わせ先

下水道管路課普及係

０９９－２１３－８５４２

障害物の除去

 　居住部分の土石・竹木等の除去
　 除去に必要な機械器具等の借上費
   又は購入費、輸送費及び賃金
   職員等雇上費

　　(１世帯あたり　１３７，０００円以内）

 
　 自力では除去することができない者
   居室、炊事場、玄関等に障害物等が運
び込まれているため生活に支障をきたして
いる場合

道路対策部

被服、寝具その他
生活必需品の供与

または貸与

 
　 被害者の実状に応じ
 ・被服、寝具及び身の回り品
 ・日用品
 ・炊事道具及び食器
 ・光熱材料等
の供与、または貸与を行う。

 
　 全半壊（焼）、流失、床上浸水等により生
活上必要な被服、寝具その他生活必需品
をそう失または損傷し、直ちに日常生活を
営むことが困難な者（世帯単位）

救助対策部

災害にかかった
住宅の応急修理

 
　 居室、炊事場及び便所等日常生活に
必要最小限度の部分について援助を行
う。修理用原材料費、労務費、材料輸送
費､工事事務費など。

　　(１世帯あたり５１０，０００円以内）

 　住宅が半壊（焼）し、自らの資力により応
急修理をすることが出来ない者（世帯単
位） 建築対策部

医療

   診療、薬剤または治療材料の支給、処
置、手術その他の治療及び施術、病院等
への収容、看護等を応急的に行う。
応急的な措置であること。

   医療の途を失った者
　　　　　（応急的処置）

医療対策部

助産
   分べんの介助、分べん前後の処置、衛
生材料等の支給

  災害発生の日以前または以後７日以内
に分べんしたものであって、災害のため助
産の途を失った者（出産のみならず死産及
び流産を含み、現に助産を要する状態に
ある者）

医療対策部

学用品の給与
 　教科書及び教材、文房具、通学用品の
給与

　 住家の全壊（焼）、流失、半壊（焼）また
は床上浸水により、学用品をそう失または
損傷し、就学上支障のある小学校児童、
中学校生徒及び高等学校等生徒(定時制
及び通信制を含む。）

教育対策部

埋葬

 ・棺（付属品を含む）
 ・埋葬または火葬に要する物品
 骨つぼ及び骨箱等を支給する。

 　　　１体当たり
 　　　大人（１２歳以上）
　　　　　　１９３，０００円
 　　　子ども（１２歳未満）
　　　　　　１５４，４００円

  災害の際、死亡した者を実際に埋葬する
者

救助対策部

応急仮設住宅
の供与

（災害救助法）

  応急仮設住宅の供与を行う。
　　基準面積１戸当たり２９．７㎡
　　供与期間　　２年以内

　１戸当たりの限度額
　　　　２，３８５千円以内

住家が全壊、全焼または流失し、居住す
る住家がない者であって自らの資力では
住宅を得ることが出来ない者（世帯単位） 建築対策部

   災害救助法が適用された場合の支援制度

 
被災によって受益者負担金の納付が

困難となった受益者。
下水道事業受益者
負担金の徴収猶予

受益者負担金の納付を被災の状況に
より、１年から2年以内で徴収猶予
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